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倶知安町景観計画緑の基本計画検討会議

第 11回 景観地区部会 議事概要

◎日 時 令和 4年 8月 18 日（木）午後 4時 00分～午後 6時 30分

◎場 所 倶知安町役場 ２階 会議室

◎出席者 部 会：笠間部会長、カー委員、大久保委員、斎藤委員、沼田委員、山田委員、

（欠席 フィンドレー委員）

傍聴者：７名

事務局：まちづくり新幹線課 桜井景観室長、星加係長、横山主事、傳法建築指導

係長

コンサルタント会社：㈱KITABA 百瀬

１ 開会

（桜井室長）本日は、お盆明けであり、土曜日のひらふ祭りの準備等でお忙しいところ、委員皆さまにお集

まりいただき誠にありがとうございます。前回の部会から約半年以上経過しました。また、本来は部

会の開催を 10 回までとしていたところですが、継続して開催することとなり、委員皆さまにおかれ

ましては引き続きお付き合いをいただくことになり、よろしくお願いします。

２月の部会では、１月に提出された町長宛ての要望書、町議会宛ての陳情書について、皆さまより

ご意見をいただきました。その後、町議会で６月に陳情書の審査報告が示され、それを踏まえた回

答案や対応について、本日お示しする予定としています。

（笠間部会長）皆さんお久しぶりです。よろしくお願いします。本日は、フィンドレー委員が欠席、大久保委

員が 30分ほど遅れると伺っています。前回の第１０回が 2月４日で約半年が経過しています。そ

の間に３月に住民懇談会をホテルニセコアルペンで２回、キースさん、渡辺さんの要望書について

町議会から６月に審査意見が示されています。また、皆さんにおかれましても、この半年間でいろい

ろな人からお話を伺っていたと思います。改めてこれまで２年間話し合ってきたことを振り返ってこ

れからどうしていくべきか、議論できればと思います。

２ 意見交換

（１）景観地区検討部会での議論の整理（資料 P2）

＜資料説明＞

（星加係長） ６月２３日に町議会の陳情審査の結果が出され、陳情内容が「採択」、そして４項目の審査

意見が付されました。この審査意見を踏まえ、事務局において、今後どのように進めていくべきか検

討し、本日を迎えたところです。本日は、これからの検討事項や現在、見直しをしようとしていること

などについて話をさせてもらうこととしていますが、今一度、これまでの検討の経過、この部会による

成果について確認をさせてもらいたく、このページに整理しました。

議論の出発点は、観光地マスタープランと捉えています。「質の高い開発の誘導」というテーマを

もとに、国際的な評価、ブランド価値の向上、開発総量の適切なコントロール、キャパシティによるス

トック総量の上限の目安、といったことをもとに、「景観」や「リゾートの土地利用」に関する現在の

ルールの見直しについてこの部会で議論を開始したところです。
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そのため、緑枠にある部会の検討のうち①「開発と環境との調整」ここが検討の柱として進めて

きました。そこでは、大きな方向性として共有できたのは、開発スプロールによる緑（農地・樹林）喪

失を抑えること、エリア全体のサービス低下につながる滞在施設を抑えること、とし、拠点、低層、維

持、保全の４つの土地利用区分を基に、土地利用・景観について議論してきました。

そのアウトプットとして、森林法開発行為を参考とした、最低敷地面積の強化や緑化率の導入、

そして議論の中心となった宿泊施設の制限についてルールのたたき台を共有しました。

一方で、「来るお客さんが楽しんでもらえる環境づくり」という側面もしっかりと検討すべきでは

ないか、という意見も多くいただいてきました。特に課題となっている交通対策や投資効率の低い

店舗・飲食店の誘導について、意見が集中していたものと考えています。この点については、ローワ

ービレッジ地区での狭隘な敷地による滞在環境の悪化が深刻化していたことを踏まえ、建物内に

ガレージを組み込むことや、緑化率のことなどを提案してきたところですが、センタービレッジ地区

やその周辺の賑わい形成に関する課題に対する根本的な解決につながる議論については、この部

会では不十分であったと理解しています。

そして、さらにもう一つ、関係する方への周知や意見への傾聴についても、ご意見をいただいてお

り、地権者への対応といったことが課題であることから、今後行うパブリックコメントでは、そういった

方への対応を図っていきたいと考えています。

次に、キース氏・渡辺淳子氏からいただいた要望書について、大きく５つの項目に区分できるの

では、と考えており、利害関係への意見を聴く機会の確保、リゾートプランニングの視点によるリゾ

ート地づくり、スキー場の規模やインフラ、観光客の満足度に見合ったキャパシティ、HANAZONO

エリアにおける高さ制限、ローワービレッジ地区の高さ制限緩和への反対、となります。それぞれこ

れまでの部会の議論に関わるところですが、独自の視点による意見もございました。

部会のアウトプットとキースさんの要望をエリアで区分してみると、今回の検討成果は、スキー場

から離れた４，５，６のエリアに対して整理が進んだと考えています。一方で、スキー場周辺の賑わい

に関する１，２，３のエリアでは、この部会で取り扱ってきた、景観形成や土地利用規制といった部分

ではなかなか整理しにくいところであり、この部分については、検討の必要性はあるものの、今回の

部会とは切り離し、改めて「観光地経営」の視点からアプローチしていくことが肝要と考えています。

その上で、景観づくりに関しては、デザインガイドラインなどを検討して、建築協議によって調整を図

っていくことが望ましいのではないかと考えています。また、最後の花園ビレッジ地区については、高

さ制限の必要性の是非が求められますが、これまでの部会でも特定の事業者のエリアになること

から、町と事業者との間で協議して対応を図るべきでは、ということで、この部会では議論してこな

かったこともあり、今後も、具体の高さについてこの部会で議論するのは馴染まないと判断し、景観

審議会に審議を委ねることとしたいと考えています。

＜意見交換＞

（笠間部会長）これまで２年間、議論してきたことをまとめたものとなりまして、観光地マスタープランが出

発点となります。開発総量の適切なコントロールや、ストック総量の上限の目安などが示されており、

日本の都市計画で開発の総量を適切にコントロールしようというのは難しいところではありますが、

保全エリアのところで、開発のボリュームを抑えていこう、緑をしっかりと残していこう、そういったこ

とを議論してきました。
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一方で、キースさん、渡辺さんの要望にもあったように、もう少しリゾートの魅力づくりの視点から

の議論が必要ではないか、渋滞・交通対策も含めた検討の必要性の意見をいただいています。こ

の部分は、フィンドレー委員、カー委員からも多くご意見をいただいていたところです。ただし、残念

ながら議論を深めることができず、アウトプットが出せないままとなっています。

①開発と環境との調整については、ある程度このまま先に進めることとして、②のリゾートの魅力

づくりという視点での取り組みについて、観光地全体として考えていかなければならないのでは、と

いう整理と思います。

（カー委員）キースさん、渡辺さんへの要望の回答については、この部会で共有するのでしょうか。

（笠間部会長）資料の次のページに町の回答（案）が整理されており、今の部分と一体的に議論する必要

があると思うので、続けて事務局から説明をお願いします。

（２）キース氏・渡辺氏の要望書への対応について（資料 P3）

＜資料説明＞

（星加係長）表で整理しており、左の列が要望内容、真ん中が町議会の審査意見、右側が町の回答（案）

として、概要をまとめています。参考資料として、キースさん等の要望書と町議会の審査報告書の詳細を

お配りしていますので、必要に応じてご確認ください。

～ P3 の表の各項目を読み上げ ～

補足として・・・

表の４項目め、「ルールは公共交通、渋滞、駐車場を考慮し制定するべきである。」という、「ルー

ル」については、建築物に関する駐車台数の確保に関するルールのことだと解釈しています。これ

は、３月の懇談会において、キースさんから「建築物における駐車台数の確保を、渋滞等の状況を

踏まえ今の基準よりも厳しくするべき」とのご意見がございましたので、同一のことと思います。町と

しての受け止めとしては、「建築物に関する指導要綱」に基づいて必要最小限の駐車台数を求め

ていますが、この駐車場に関しては、建築後の運営側のソフト面での対応も考慮にいれるべきでは

ないかと考えています。したがって、駐車場の問題は、総合的に解決を図っていくという視点が大事

ではないかと考えています。

表の５項目め、花園エリアについて、町の回答案の２つめの○では、ボリュームを抑えることにつ

いて、「容積率を強化」としていますが、今回のルール見直しで、花園ビレッジ地区を２つの地区に

分割し、パークハイアットや今後建築されるニッコーホテルの場所は花園ビレッジⅠ地区として容

積３００％のまま、一方で、スキー場周りの豊かな緑で覆われているエリアを花園ビレッジⅡ地区と

して容積率を３００％から２００％に抑えることで事業者側と合意しております。キースさん、渡辺さん

の要望書では、ボリュームとしての高さ制限の必要性を主張されているのかな、と思いますが、この

点においては容積率で対応していることはまずは抑えておきたいところです。では、高さの制限はど

のような観点で検討すべきかといえば、「景観地区」ルールの１つの制限項目となるため、あくまで

も“景観調整”の視点で高さがどうなのか、ということが議論の対象になると考えています。
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＜意見交換＞

（笠間部会長）このように、キースさん、渡辺さんの要望書に対し、町議会の審査意見が町の方に求めら

れ、これを踏まえての町の回答案と思います。なお、３月の住民懇談会でも多くのご意見をいただ

いていますが、概ね、要望書に関わることや部会での意見に沿ったものだったのではないか、と思

います。

（カー委員）リゾートプランニングについて、私の理解では町議会からも進めるような意見だったと思いま

すが、町としては「リゾートプランニングの検討はしない」という理解で良いですか。

（星加係長）リゾートプランニングについては、町としても大切な視点と考えています。そのため、P2の右側

のオレンジの「アウトプット」と書かれているところの一番上で、「今回の部会とは別に検討する」と

いう表現で整理しています。

（カー委員）駐車スペース確保の問題について、今回のルール見直しの中には含まれていないという解釈

でよろしいですか。

（星加係長）建築物単体における駐車場確保の問題なのか、それとも、エリアとしての混雑回避のための

駐車場のあり方についての問題なのか、どのようなご質問の意図でしょうか。

（カー委員）従業員や外から来られるお客様の駐車スペースの問題で、それに伴って渋滞を誘発するなど

のことが、私としては「景観」という括りの中で検討・整理していくべきであり、そのためには専門家

によるアドバイスをいただいてリゾートプランニングを作りあげていくことが良いのではないかと思

っています。

（星加係長）カー委員のお考えのことをこちらも考えていたところではあり、今後検討していくべき課題で

あると認識しています。おっしゃている交通の混雑化などの課題の対象となる場所は、センタービレ

ッジ地区などのスキー場周辺と思っています。繰り返しにはなりますが、その部分の検討を部会とは

切り離して、観光地経営という視点に立って検討していくべきではないかと考えています。どのよう

に検討していくかはこれからとなります。

（カー委員）ありがとうございます。キャパシティを抑えるというところは私もとても大事であると考えていま

す。その一つが建物サイズのコントロールと思います。ただ、皆さんもご存知のとおり、分譲型の建

物では１部屋に１台、車が駐車するのが実態です。そういった駐車場の確保の課題もあります。

（星加係長）駐車場の確保に関しては、キースさん、渡辺さんへの要望書への回答案にも書かせてもらい

ましたが、建物側で今まで以上の駐車台数の確保を求める手法もあるとは思いますが、竣工後の

運営面についても考えるべきではないかと思い、例えば、極端な例として、ここへ来るお客さんへの

アナウンスとして「交通混雑しやすい地域なので、自家用車・レンタカーでのお越しはお控えくださ

い」といったことをエリア全体で伝えていくということも考えられると思います。

（カー委員）少ししつこいかもしれませんが、例えばカプセルホテルができた場合は、オペレーション側とし

ての対応として、町の指導要綱を満たした台数分のタワーパーキングを作れさえすれば良いという

ことになりますが、その分の車がこのエリアに入ってくることになると、更に交通混雑を引き起こして

しまうので、建物のサイズだけでなく、エリアの状況を踏まえた対応が必要と思います。

また、花園エリアに関する町の考えは賛成です。例えばカペラリゾートが盛大な開発を行うと聞

いていますが、そういう場合は、シャレーや一軒家のような建物を多くつくり、真ん中に大きめのホテ
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ルを作り、お客様へのアメニティを用意するための機能も必要になってくると思います。

（笠間部会長）交通の問題は非常に難しいところで、ローワービレッジ地区で抱えている問題とセンタービ

レッジ地区で抱えている問題も異なっていると思います。ローワービレッジ地区では区分所有であ

っても分譲数が少ないと思いますが、センタービレッジ地区では数十単位の区分所有が多いと思

いますので、先ほどカー委員がおっしゃったように、単純に台数を確保さえすれば良いのかと言え

ば、エリア内に流入する車の数が増えてしまい、車の数自体を減らしていかないといけないという課

題が出てきます。また、宿泊施設が増えると従業員も増えるので、その方たちの分の駐車場確保も

考えないといけなくなると思います。その結果として道路が一層混雑化した場合にどのように解決

しようかといったときに、皆さんで「車でお越しになるのはおやめください」というのをリゾート全体

でめざすのか、「従業員専用の乗り合いで輸送します」なのか、「離れたところにフリンジ型のまと

まった駐車場を用意する」か、解決の手法はいくつかあるが、それは観光事業者も含めてリゾート

全体として考えていかなければならいだろうと思います。

（沼田委員）今後、観光との調整が必要ではないか、という話があったので、情報として補足します。明日

（８月１９日）、議会の所管委員会に報告するので詳細はお話できませんが、今年度、ひらふエリア

の公共駐車場の整備について、官民連携を前提に進める中でサウンディングという民間事業者か

らの意見を聴く場を設けていく形を考えています。

（山田委員）２月頃に町民からのパブリックコメントを求めていたと思いますが、そこで要望を出されていた

方がいたと思います。その内容も考慮されて、今回のキースさん、渡辺さんの要望書の回答案が作

られているということでよろしいでしょうか。

（星加係長）２月に実施したパブリックコメントについては、倶知安町全域とした景観計画策定を目的とし

たものとなります。私たちの部会で検討している「景観地区」に関することと同じ「景観」という表現

が使われているので混乱してしまうかもしれませんが、扱う部分が少し異なります。景観計画の方

は、町全体の景観形成の方針や取り組み、誘導のためのルールといったことを定めていくものとな

ります。２月に実施したパブリックコメントでは何件かご意見をいただき、リゾートエリアに関するも

のもありましたが、今回の要望書に関係するものにつながるものは無かったと認識しています。

（山田委員）本日の会議を知ったパブリックコメントの提案者からお願いされ、無電柱化について必ず伝

えて欲しいと言われました。私の住んでいる羊蹄の里地区でも、建物が毎年数件建ってきています

ので、電柱と電線が増えてきています。自主的に無電柱化しているパノラマニセコやパビリオンズ

では、電柱が無く景観として良いです。新たに建物を建てる場合には、無電柱化について強く要望

したいです。

（星加係長）無電柱化については、これまでも要望書をいただいたことがございました。リゾートエリアに関

してはエリアの付加価値を高めることにもつながりますので、本町としましても、全体の景観計画を

作るなかにおいて、無電柱化を推進することを位置づける予定です。

電線管理者と話しをする機会があった際に聞いた話ですが、すでに開発が完了したところを改

めて無電柱化、特に地下埋設していくことは技術的に難しいことが多いと聞いています。具体的に

は、電気の場合、変圧装置や各戸へ分岐する装置が必要となり、電柱の上にそのような設備を設

置していますが、電線が地下埋設になった場合、これら装置が作業する上で地下に埋設できない
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ことから、地上に置かなければならない状況となります。これらの地上機器を置くためには、幅の広

い歩道や路肩が十分に確保された車道が必要となることから、すでに開発が完了したところで、道

路が狭ければ地上機器を置くことができないようです。

したがって、幹線道路のような車道以外に歩道が用意され、かつ、その歩道にも地上機器を置い

てもなお十分に人の通行を妨げないだけの広さが確保できる場合や新規による開発の場合では

設置の可能性が高いと考えられます。

本町としても、ご要望のところも含め少しでも無電柱化を進めて行きたいと考えていますが、この

ようなことを踏まえますと、災害時での緊急輸送道路に指定しているところなどの優先順位をつけ

ながら順次進めて行きたいと考えています。

（笠間部会長）海外のデベロッパーが手がける開発は、地下埋設が標準になっており、一方で日本のデ

ベロッパーが行った場合には電柱が建って問題になったと聞いたことがあります。ローワービレッジ

地区を無電柱化していくことは現実的に難しいと思いますが、電柱の無い良い街並みにしていくと

いう足並みをそろえていくためにも、新しい開発の際には、電柱を建てないようにすることは条例に

入れ込んで良いと思います（茨城県つくば市の事例あり）。

（星加係長）現在検討している景観計画においても、防災上の必要性の高い道路、リゾートエリアにおけ

る新規開発の場所の無電柱化の方向性を示す予定です。

（斎藤委員）P2 の一番右側のアウトプットを改めて確認しますと、この部会では、建築物の景観上のルー

ルなどを検討するということで始まったと認識していますが、皆さんの意見を聞きますと、建物だけ

の問題でなく、エリアとしての様々な課題があってそれらを解決していかないと全体の問題が解決

していかないということだと認識しています。そうなると、この部会で決められることは、限られている

ということも理解できます。そのため、「部会とは別に検討」と整理されていることについては、致し

方ないと思っています。

P2 のエリア区分の４，５，６については、「ルール化を進めて行く」ということはよろしいと思います

が、以前お話していたと思いますが、規制をかけていく前提となっていたベッド数が観光地マスター

プランでは 18,000 とありつつも、その数字が確固たるものではないように思えてきている。そこの

軸をもっとはっきりさせなければ、規制の軸足が定まらないように感じています。

最後の花園ビレッジ地区の高さ規制に関しては、非常に大きな問題となりますので、町議会の審

査意見を踏まえて景観審議会に諮ることでよろしいかと思います。

P3 の一番下、ローワービレッジ地区の高さに関しては、「１３ｍのままとする」ということに関して

は、１３ｍを１６に緩和するという案が事務局から示されたのは、道路が狭くて路上駐車などの問題

を解決する手法として、建物に駐車場を確保する代わりに１層分の高さを緩和するということでは

なかったかと思います。キースさん、渡辺さんへの要望内容もその通りかと思いますが、ローワービ

レッジ地区の深刻な課題を解決するための手立てだったように思うので、ご理解いただけるよう説

明すべきではないかと思いました。

（笠間部会長）もともとは私が申し上げたことと思いますが、建物敷地に十分な駐車場が確保できていな

い、冬になると特に堆雪スペースとして余計に確保できなずに路上駐車などが除雪などに支障と

なるなど問題になってきている。それを解決する方法として建物の１階部分に駐車場を設けてもらう

代わりに、本来居室として使うべきだったところが少なくなるので１層分上乗せしようということでの



7

提案で、「景観」という観点から見てみると、マイナス部分が多いものの、部会では駐車場を取るか、

景観を取るか、について、駐車場を取るのはやむなしという方向だったように思います。一方で、懇

談会などで地域の方の意見を聴きますと、景観が乱れる方が問題だということだったと思います。

元に戻すという考えではありますが、交通問題を踏まえ、１３ｍのままで、部屋としての面積は少なく

なるが駐車場を建物内に確保するという方法もあると思います。

（星加係長）この件は、いろんな方からご意見をいただきました。そこでは、ローワービレッジ地区の将来の

イメージをどういうところに持って行きたいか、ということだったと思います。過去の大久保委員から

のご意見もあったと思いますが、高さを緩和すると、部屋を細切れにして廉価で多くの人が泊まる

ことができるような建物が増えるだろうということもあり、ローワービレッジ地区の理想的な景観形

成としては、戸建て形に近く低層で、ゆとりある建物の使い方にしていただくという方向に持って行

くことが望ましい方向ではないかと思い、改めたところです。

（笠間部会長）そうなると、駐車場問題は解決できないことになるので、その部分については、引き続き検

討していくことになるという宿題と思います。

（星加係長）今考えているのは、１３ｍのままで、かつ、建物内の必要台数の確保というのが望ましい形で

あると考えています。

（カー委員）開発する立場の者からの意見として、このエリアの高さを緩和することには大反対です。狭い

敷地に更に高い建物になると、羊蹄山が見えなくなる、道が暗くなるなどのデメリットが多すぎます。

（斎藤委員）反対意見が多いのも事実でしょうし、高さを１３ｍに戻すのも差し支えないです。あとは駐車

場の問題をどう解決すれば良いのか、ということに知恵を絞らなければならないということと思いま

す。２年かけて議論してきたことが、交通問題ということで解決できないままとなってしまうので、ど

のような方法があるのか、真剣に知恵を絞らなければならないと思います。

（カー委員）現在のルール（「倶知安町建築物等に関する指導要綱」）の中では、求められている駐車台

数は確保できることになっています。なので、建物を管理する側、警察の対応が問題と思います。確

認申請時に示している駐車場通りに管理運営側としては使っていないのが実態であり、路上に停

めていたりすることがあり、その場合に警察が取り締まりをしてくれない状況でもあり、残念なところ

です。また、建物のルールにおいては、従業員への対応が大きな問題と思っています。

（斎藤委員）建物側においては、十分に確保されているということであれば、良いと思います。ただ、私はコ

ロナ前の冬を経験していないので、どれほど混雑していたかわからないのですが、この部会では、

雪捨て場の確保なども含めて大変な問題だからこそ解決しようということが議論にあったと思いま

す。警察の問題は私も同様に感じています。エリアマネジメントから警察へ駐車禁止地域にして欲

しいと申し入れをした際に、なかなか対応していただけないこともありました。ただ、それだけでは足

りないという認識があったので、なんとかしなければならない、としてこの部会で議論になったと思

います。

（カー委員）私も同じ考えです。外国人が来るようになった初期の頃は、主にオーストラリア人が遊びにき

ていましたが、当時、路上での飲酒が厳しく無かったことから、オーストラリアの母国では路上飲酒

が禁止されていたこともあり、ここでハメを外していろいろと問題を起こしました。そのときに、警察

にお願いしたのが、こまめにパトロールしてほしい、路上飲酒を禁止してほしい、とし、そのように対

応してもらった経過があります。強制力がないと悪い方へ向かってしむことがあるので、例えば高さ

を緩和した場合に、結局車があふれてしまって路上に車を停めてしまうことになると思うので、答え
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にはならないと思います。今の状況を解決する方法としては、路上に停めている車を警察に取り締

まってもらってもらうのが即効性があり、一週間もあれば解決できると思います。もう一つが道路に

おける車の流れが考えられていない、リゾートプランニングができていないところがあるので、そこ

も渋滞の原因になるものと思います。

（笠間部会長）景観地区などの都市計画の手法で解決していくのではなく、警察への協力お願いや、オペ

レーションをしている方たちで頑張っていただこう、観光地経営の側で頑張って解決を探していこう、

ということでよろしいでしょうか。また、「倶知安町建築物の関する指導要綱」も見直していくことも

可能性としてはあるのでは、と思います。

（星加係長）ローワービレッジ地区では、そこに雪対策の問題も出てきます。大久保委員からもマネジメント

スペースの確保といったご意見もありましたので、そこも含めての検討になるかと思います。ローワ

ービレッジ地区において、建物内に駐車スペースを確保するということについて、改めてであります

が、どのように認識していますか。

（カー委員）宿泊施設の室数によって駐車台数が指導要綱に決まっているということでよろしいですか。

（傳法係長）宿泊施設においては、３室に１台というルールです。

（カー委員）建築計画の際、駐車場配置の絵を載せているが、縦列駐車の形で現実的に対応できないと

思われる絵を出していることがあり、そのまま認められています。建物の中であろうが外であろうが、

実際に車を置けるよう指導してもらうことの方が大事と思います。よくある事例が、落雪方向に駐車

スペースの絵が書かれており、実際に駐車できないところもあります。そういったことを厳しく整理し

てもらうことによって、結果として、デベロッパー側で「建物の中にしか入れようがない」と提案して

くるかもしれません。

（星加係長）建物に入れたいというのは、雪対策も含めてのことになります。建物の外に置いておくと、その

部分の雪対策としての管理が不十分になってしまいます。

（カー委員）ロードヒーティングや無落雪屋根であれば、敷地の管理として支障がなければ外に置いても

良いと思います。ただ、デベロッパーサイドとして、最近は建物内のガレージが欲しいというお客様

の需要が増えてきてきているので、そのような方向になりつつあります。ただ、分譲型コンドミニアム

に関しては、無責任な駐車場配置の計画を示してそのまま通ってしまっているので、これをどうやっ

てコントロールするかだと思います。

（笠間部会長）建物の中に駐車スペースを確保するのは、冬もしっかりと駐車できるスペースの確保につ

ながることだと思いますが、そこにこだわらなくても管理できる方法があるかもしれませんので、ご

検討いただければと思います。また、限られた敷地に無理矢理駐車台数を確保するような計画へ

の厳格な審査についてもご検討いただければと思います。

（大久保委員）私としては、この検討部会は昨年度末で終わったと理解していたし、また、観光協会の役員

も下りたので、任期の延長についてお断りしましたが、事務局から継続して検討を要することにつ

いて求められ、引き受けることとしました。

キースさん、渡辺さんの要望書について９項目ありますが、そのうち、１の利害関係者への対応と

９のローワービレッジ地区のことは部会として議論すべきところですが、残りの２～８までについては、

以前に観光協会で主体となって検討していた観光地マスタープランに関するものであり、要望事

項についても、観光地マスタープランの策定検討で多くの時間を費やして議論し尽くされたことだ
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と思っています。そのため、「観光地マスタープランをよく読んでいただければ、今までの経過もよく

わかると思います。」ということで良いのでは、というのが私の意見です。また、観光地マスタープラ

ンでは、解決できない課題も明記されていると認識しているので、この部会で議論する必要は無く、

要望先は、観光地マスタープランの進行管理側ではないかと思います。

これまで、私は基本的に緑化したいということ、駐車場に関しては建設する人には十分に配慮し

てほしいということ、また、マネジメントスペースとして緊急車両が必ず停車できる場所を確保するこ

とについて、部会においてルール化できないかとお話してきました。土地の適正管理の例として、夏

場では、建物のない土地ではイタドリが繁茂して危険であることや特定外来種の駆除といったこと

への配慮ができれば、ということもお話したと思います。高さが云々ではなく、マネジメントスペース

を確保することがローワービレッジ地区の課題解決につながるものと思いますので、こういったこと

がこの部会の検討成果として、何らかの形で反映してもらえればと思います。

景観地区を広げること自体は賛成ですが、広がる地域に対して、さらに数値的な厳しい規制を

するというのは、個人の財産権のこともあるので、「事業ができない」ということに踏み込むことは現

段階では厳しいのと、不動産オーナーにとっては、自分の土地の利用価値が制限されてしまうこと

に一気に進めることについて、もう一段階ステップを踏んだ方が良いのでは、というのが自分の意

見です。

あとは、施行後に生じる既存不適格物件が増えると思いますので、そうなった時の対応として、こ

の地域は特殊なので、それに対するストレスが高くなるものと思いますので、既存不適格になった

方に対し、「今後は新しいルールとして守っていただきますのでよろしくお願いします」といったこと

への手当は必要ではないか、と思います。

（笠間部会長）既存不適格も含めて、運用上考えていかなければならない部分もあると思いますので、部

会が終わった後になると思いますが、継続して検討いただければと思います。

広がる部分については、サンモリッツ大橋から東側のリゾートゲートウェイ地区にあたるところで

しょうか。（大久保委員「そうです」と回答）そういったところへの地権者のご意見等について入念

にしていただく必要があるかもしれません。

（３）今後の検討・整理すべき事項

①部会や懇談会を踏まえたルール案の修正について（資料 P4）

＜資料説明＞

（星加係長）この半年間の中でキースさん、渡辺さんの要望書の対応や懇談会意見への対応なども踏ま

え、これからどのように、ルールについて進めていくかを整理した表になります。表の見方としては、

区部欄がルール等の種類、右端の表が前回までに検討してきたルール案、真ん中が右に対する修

正の方向性となります。

・・・表の内容の説明・・・

準都市計画区域の範囲は修正しない予定です。

景観地区・特定用途制限地域の地区の範囲については若干ではありますが変更を検討してお

り、P9 に整理していますので、後ほどお話します。
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形態制限（建ぺい、容積、斜線）については、これまでの検討からの修正は考えていません。

景観地区の建築物に関しては、高さについて、ローワービレッジ地区の関係、花園ビレッジ地区・

ワイススキー場地区の関係を改めて検討することとしています。

開発行為については、これまでご意見をいただいていましたが、完全に整理がついていなかった

ので、検討して次回にはお示ししたいと思います。

特定用途制限地域については、「ホテルまたは旅館」について、維持型・保全型エリアでは床面

積 1,000 ㎡以下へ強化としていましたが、P10 で説明しますが、見直しを検討しています。また、

運動施設に関してもスケート場以外のリゾートエリアに求める施設について、次回までに整理した

いと考えています。

＜意見交換＞

（笠間部会長）真ん中の赤枠のところが、住民懇談会、要望書、議会の陳情審査を踏まえて改めて修正し

て考えていきたいというのが太字のところになります。

景観地区等の区域の見直しと宿泊施設の用途の見直しについては後ほどお話があるということ。

高さに関するローワービレッジ地区については先ほど議論いただき、１６ｍから１３ｍに戻すことにつ

いて妥当かなと思うところですし、花園ビレッジ地区等について景観審議会に委ねるということです。

そうなると、その他としては、緑化率については、第 10回までの会議で整理が間に合っていなかっ

たので、具体ルールの調整を進めていくということだと思います。運動関係の施設については建て

てもいいのではないか、という意見があり、引き続き検討していることだと思います。

したがって、この内容で検討していくということについて、特に問題無いように思いますが、委員

の皆さまからご意見がありますか。

特に無いようなので、このような形で進めていこうと思います。

（３）今後の検討・整理すべき事項

②エリアごとの景観形成の方針とイメージ図等による共有化について（資料 P5～8）

＜資料説明＞

（星加係長）景観地区を今回１７地区に区分することになりますが、今一度、各地区の状況と、今後どのよ

うな方向性で景観形成をしていくのか、そしてこの方向性がそれぞのルールにつながっていくというこ

とを示すために整理する必要があるだろうと思っています。加えて、その方向性を共有していくために

は、P5にあるようなイメージ図が必要と思っています。P6からP8は現在整理している各地区の景観

形成の方針（案）となります。

～ 各地区の景観形成の方針を読み上げ ～

＜意見交換＞

（笠間部会長）各方針の右側に現況の写真を載せていますが、できれば、そこに理想のイメージにつなが

る写真を入れていただければと思います。今後、理想とする姿についてイメージ図を作成していくこと

になると思います。
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次回、各地区のイメージ図を示すと思いますが、もし揃えなかった場合には、写真を入れてもらえれ

ばと思っています。

（３）今後の検討・整理すべき事項

③新景観地区の一部編入と除外について（資料 P9）

＜資料説明＞

（星加係長）これまで提案させていただいた景観地区と特定用途制限地域の地区区分の一部を見直し

たいと考えています。場所はワイススキー場の北側に隣接するところとなり、前回の部会でフィンドレー

委員からのご意見により、どのように対応するかを検討することとしていた件です。ワイススキー場が

今後、完全に再稼働していくことになれば、今回提案したところも、リゾートと連係した土地利用が見

込まれるだろうと考えています。現在のルール案では、景観地区に含めておらず、かつ、宿泊施設を禁

止する地域として、農地森林保全Ⅰ地区としていますが、景観地区の「双子山・西岩尾別・旭・花園

地区」に含め、特定用途制限地域は宿泊施設をある程度許容する「農地森林保全Ⅱ地区」とするこ

とを提案いたします。

範囲としては、北側は共和町界まで、東側は町道まで（その先は花園牧場）、西側は国有林界、南

側は自然公園やワイススキー場地区を境界として、範囲が限定され、それ以上の拡大も見込まれな

いところとなります。

なお、ここのタイトルに「除外について」とありますが、除外する区域は無いため、その部分を削除し

てください。

＜意見交換＞

（笠間部会長）ワイススキー場地区の北側は景観地区では、区域外だったところで編入したいということに

なります。地区を定めた場合、土地利用の制限としては、保全型となりますか。

（星加係長）保全型を予定しています。

（斎藤委員）新たに編入したいという理由を教えてください。

（星加係長）フィンドレー委員からのお話と、また、その土地に関わる方からも個別にお話があったところも

踏まえ、スキー場に隣接するという地理的要素、また、これ以上のリゾートの土地利用の拡大も考えに

くい状況であることも考慮して編入することにした次第です。

（笠間部会長）今後、地権者の理解も得ながら進めて行くということでよろしいと思います。

（３）今後の検討・整理すべき事項

④宿泊施設の床面積（1,000 ㎡以下）のルール案について（資料 P10）

＜資料説明＞

（星加係長）これまで、宿泊施設に関する床面積 1,000 ㎡以下の制限については保全型・維持型のエリ

アで提案していましたが、これまでの部会や懇談会において、これらのエリアに関する意見として、「緑

に埋もれるように点在する配置で、戸建て型の小規模建築物を基調とする土地利用が望ましい」で
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あったり、一方で、「規模の大きな建築物でも自然環境に配慮し、宿泊者数を抑えたもの、例えば坐

忘林や楽水山のような施設のイメージのものについては認めて良い」といったものがありました。これ

らが、現在検討している床面積1,000 ㎡以下のみのルールであれば、このような望むべき土地利用

を図ることが難しいのではないか、ということで、望むべき土地利用に近づけるためのルール案を再

考しています。

検討している手法ですが、第９回部会で提案した、床面積1,000㎡を超え 3,000㎡以下の場合

における町長の「適用除外に関する許可」を活用し、許可に必要な基準について、開発スプロールを

抑えた望むべき土地利用につながるルールについて考えていきたいです。

ルールのイメージとしては、まず床面積 1,000 ㎡以下の宿泊施設についても「適用除外の許可」

の対象と考えています。その理由として、先ほど申し上げた「緑に埋もれるように点在する配置で、戸

建て型の小規模建築物を実現しよう」と思っても、床面積の制限だけではできないのではないかと思

います。（例として１室あたりの床面積を小さくしたものになると収容人数が多くなりスプロール抑制

の効果にはつながらない）。

次に、高質なホテルにおいてはまとまった床面積の確保が求められることも考えられることから、床

面積 10,000 ㎡の上限を検討としています。ただし、床面積 1,000㎡超の「適用除外」の基準につ

いては、保全型エリアのホテルの現況を参考にしたいと考えています。

次に、現在の山田Ⅱ地区に該当する「観光Ⅲ地区」に対する賑わい確保について、これまでの部会

でも多くの議論があったところであり、今回のルール案においてはできることは限られると思いますが

可能な限り誘導できる配慮を検討したいと考えています。

審査基準のイメージも示していますが、床面積によって３つに区分することを考えており、あくまで、

ここの基準については、宿泊施設に限定して許可を出す形になります。各区分とも、建ぺい率３０％容

積率５０％としていますが、これも宿泊施設に限定したもので、それ以外の用途についてはおおよその

地域では４０％２００％としており、そこはそのままとなります。

床面積 1,000 ㎡以下の基準については、宿泊の収容人数については１０名以下としていますが、

こちらも戸建て型の施設をイメージしているので、それに適った数字としています。階高についても４階

までできますが、３階以下に抑えてもらうこととしています（保全エリアとしての建物と周囲との調和を

図るため）。また、保全的に土地を使って欲しいので、隣地からの外壁後退距離を５ｍ以上として十分

に確保してもらうことをイメージしています。

床面積 1,000 ㎡超 3,000 ㎡以下については、宿泊の収容人員について最大で 50名以下、外

壁後退距離を１５ｍ以上、床面積 3,000 ㎡超１０，０００㎡以下の宿泊の収容人員は最大で２００名

以下、外壁後退距離を３０ｍ以上を考えています。

これらの数値の参考にしているのが、坐忘林や楽水山としており、現実的に展開できることを踏ま

えての数値設定と考えております。こうすることである意味で、これまでよりも自然環境に配慮した形

で柔軟に土地利用ができるのではないかと思います。なお、このような運用が可能かどうかは北海道

とも調整が必要なので、次回までに方向性を出していきたいです。

また、ページの一番下の備考のところで、準都市計画区域拡大地域の制限の考え方ですが、先ほ

ど大久保委員からもこのことについて言及があったものと思いますが、スキー場から大きく離れており、

住宅地や農地が形成され、国道５号沿道では暮らしや産業につながる店舗や工場・事業所が立地し

ているなど、倶知安町民の暮らしに大きく関わりのある地域であると考えています。現在の地域住民
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の暮らしや産業を維持していくことを目的とした用途にするため、今ある建物の用途はしっかりと維持

できるルールとし、代わりにリゾート開発につながる宿泊施設については、スプロール抑制をしっかり

と進める意味でも、ゲストハウスなどの住宅併用型を除いて原則禁止を予定しています。なお、上記

のような適用除外を設けない予定です。

＜意見交換＞

（笠間部会長）大きく２つあると思います。これまでも議論があったところですが、尻別川の東側エリアの拡

大地域のことについて。もう一つは、無条件は 1，000 ㎡以下ですが、条件付きは 1,000 ㎡から

10,000 ㎡とし、条件のイメージは坐忘林や楽水山をイメージしているといこと。第９回の部会で示さ

れていましたが、緑を十分に確保してもらうとか、カプセルホテルのような部屋の面積を十分に確保

できないものを排除したいとか、道路や隣地からも十分な離れを確保してほしい、といったルールを

定めてこれに合致するものなら 10,000 ㎡まで認めるということでよろしいでしょうか。

（星加係長）この資料の「審査基準イメージ」に書かれているとおり、床面積1,000㎡以下についても、宿

泊施設に限定して条件付きとなる基準であり、これを満たしていないと許可を出さないことになります

ので、この部分もこれまでの部会での検討に無かった、新たな提案になるところです。

なお、補足ですが、それ以外のルールとして、最低敷地面積 1,000 ㎡や緑化率などの設定もこれ

まで提案しているとおりであり、その部分はこの審査基準に加えて守ってもらうことになります。

（笠間部会長）床面積1,000㎡以下であっても容積率は２００％まで認められていたが、今回からは宿泊

用途に限っては容積率を５０％に制限されるということだということがわかりました。

（沼田委員）説明の補足をお願いしたいのですが、準都市計画区域の形態制限である「建ぺい率」「容

積率」は設定している数値に変更無いということでよろしいでしょうか。

（星加係長）その部分は変わりません。

（沼田委員）規則上の考え方として、保全型等について、前回提案までは「床面積1,000㎡を超えるもの

は一律NG」だったものですが、今回の提案ですが、書き方としては、「宿泊施設は一律NGだが、審

査基準を満たすものについてはOK」という解釈でよろしいですか。

（星加係長）大筋でそういう表現になるかと考えています。

（笠間部会長）私の方からも一つ。床面積 1,000 ㎡以下の時に、指定容積が２００％あるにも関わらず、

さらに５０％まで下げるような設定には正直なところ厳しすぎるような気がしています。ここで求めたい

こととしては、緑を残してほしい、緑と調和した土地利用にしてほしい、例えば地下に駐車場を設けて

木を切る量を減らしたいという意向があるならば、地下駐車場分の床面積による容積率が高くなる

ので、設定する必要までは無いのではないかと思いました。それよりも緑をしっかりと保存してもらうこ

とのルールを拡充することの方が本来、期待したいルールに近づくのではないかと考えています。

（斎藤委員）ここについては、今後検討すべき事項ということで、今日で決めることでは無いという解釈で

良いですか。

（星加係長）そのとおりです。ですが、後ほどスケジュールのところでおお話しますが、次の部会のときには
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ルール案をある程度固めたいと考えていました。

（斎藤委員）一つの敷地に建物を１棟建てることについて、床面積１，０００㎡以下ならホテルにして良いで

すよ、という案だったと思いますが、他の用途と組み合わせたときにどうなるのでしょうか。以前から申

し上げている従業員宿舎などとの複合用途の場合の取扱いなどです。

（星加係長）従業員宿舎の場合は宿泊施設に該当しないため、今回の床面積の制限に抵触しません。一

方で、宿泊施設があり、それに併設される形で従業員宿舎がある計画の場合に、床面積の取扱いが

どうなるか、ということですが、ここはちょうど今検討していたところであり、どこまでを宿泊施設として

面積でカウントしたら良いかが難しいところなので、引き続き検討して改めてお話させてもらいます。

（大久保委員）ふと思ったのは、大切な町だから厳しいルールが必要だということもわかり、観光協会理事

を辞めたこともあり、観光から離れた視点で改めて考えてみると、そこまでして倶知安・ニセコに宿を

作らなくても良いと思うようになり、「引くとわかる」というのがこの半年でわかるようになりました。な

ので、強いルールが必要なのはわかります。一方で、フィンドレー委員やカー委員が言ってましたが、

お店などのスモールビジネスがこの賑わいの中に入りづらいと思いますので、そこをサポートしてあげ

られる「優しさ」が感じられる仕組みが欲しいと思いました。いろんな方がここに注目しており、参入し

てみたいと思っている方も多くいると思いますが、こんなに厳しいなら他の町でも良いのではないか、

といったことになるのではと感じました。倶知安との町界あたりで土地買って建物建てても厳しいルー

ルも無い状況なので。

例えばですが、ホテルなどの施設の中において、そういった個人などが店舗を構えられるようなチャ

レンジスペースみたいなものが確保する場合には、ルールの一部を緩和するといった仕組みがあると

いいなと思いました。そこには、優先的に地元の個人事業者が入ってこられるようなそのような形だと

わかりやすいかな、と思いました。個別の開発事業にそのような地元の小さなところが入ってこれる仕

組みが欲しいと思います。

（星加係長）今のご意見と似たようなところでは、前回の部会でも議論になったところで、斎藤委員からの

発言をいただいた記憶がありますが、投資効率の高い宿泊施設ばかりが建ってしまう状況において、

賑わいにつながる店舗・飲食店の立地誘導が大きな課題であり、そういった施設が参入できるような

インセンティブをどのように与えたら良いのか、という話がありました。

この部会で検討している土地利用のルールにおいて、このような課題に対してできることは限定さ

れますが、今回提案したルール案の中でうまくこれらのことを生かした案ができないか引き続き考え

てみたいと思います。スキー場から比較的近い観光Ⅲ地区では、賑わいづくりがテーマだと思ってい

ますので、特にそのエリアのことを踏まえて考えてみたいと思いました。

（カー委員）小さなお店の立地は大切なことと思います。

また、東急さんではホテルにプールを併設しており、ここへ来るお客さんをはじめ、地域の子どもた

ちにも親しまれるプールだと思います。このプールが近いうちに取り壊され、新しいプールも作られな

いと聞きました。現在、町営プールも老朽化して使用できず、建て替えの検討が進められているところ

であり、現在は、代替の施設として東急さんのプールを学校の授業などに使われているようなので、こ

れも使えなくなると、町としても大きな問題になると思います。

この問題は私としては「景観の問題である」と考えています。景観というのは、この町に住んでいる

皆さんのための流れをつくるためものと思っていますので、このプールの問題も大事な議論の一つと
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思います。ぜひ、リゾートのためだけでなく、町民のための計画であるという意識を持ってルールを考

えていただきたいです。

（笠間部会長）町長の許可という形にするのであれば、様々な課題解決や地域の魅力向上につながる要

素を柔軟に入れていくことができるのではないかと思います。先ほど大久保さんからいただいたチャ

レンジスペースが確保できる場合には緑化率を緩和するとか、どういったものを組み合わせていくと

地域の魅力が高まっていくのかを考えてこのルールに反映させていくといいのでは、と思います。都市

計画の制度でこれに一番近いものとしては「総合設計制度」になりますが、札幌市では保育園を作

ると容積率を緩和するなどのルールが定められているので、大久保委員、カー委員からいただいたご

意見を踏まえながら上手にルールを組み立ててもらえればと思います。

（沼田委員）ここのルール案については、基本的に保全型エリアであって、スキー場から離れたエリアのこ

とだと思いますので、今回の提案においては、以前よりも全体的に基準がやさしくなる方向かなと思っ

ています。先ほど大久保さんからお話のあったような１階部分にチャレンジスショップがあるようなこと

については、スキー場に近いところで賑わいを持たせるデザインガイドラインを考えていく際の参考に

なるのではないかと思います。

今日の全体の議論の最初の方にありましたが、図面上のみで成り立つ縦列駐車で確認申請が通

ってしまう運用については、今後厳しく行っていかないと、エリアの課題解決につながらないのではな

いかと感じております。

（４）今後のスケジュール【資料 P11】

＜資料説明＞

（星加係長）前回の部会までは、ルールの施行時期を今年の秋頃としていましたが、丸一年遅らせること

で考えております。これだけ遅れる理由としては、新たに検討しなければならない部分もありますが、

関係する方の意見などを聞く機会を丁寧に行うこととしていますので、そこにかかる時間を考慮して

のことです。

次回の部会は９月下旬から 10月上旬を目途にしたいと考えていますが、本日の部会でもいろい

ろと宿題もいただいてたので、もう少し時間がかかるかもしれません。今年度の部会は全 3回として

いるので、次の部会がルール案の全体を示したいと考えているところです。その間に景観審議会を開

いて、花園ビレッジ地区などの高さ制限について審議いただくこととしています。部会の２回目と３回

目の間に、町民意見交換会をもう一度開催したいと考えています。それが終わった後に部会を開催し、

そこで部会を閉じたいと考えています。その後、パブリックコメントに入っていきますが、コメントを求め

る前に、実施のご案内を全地権者にハガキでご案内することとしています。そこを経て、令和５年度

早々には、説明会の開催をしたいと考えています。こちらの説明会は「このルールで進めていきます」

という内容の説明会となりますので、改めて全地権者にご案内することを予定しています。この説明

会後、法定手続きに入り、条例の議決もいただき、来年秋の施行を迎えたいと考えています。

左下に注をつけていますが、土地利用の影響が大きいホテルまたは旅館に係る制限について、検

討している施行猶予についてこれまでも何度かお話していますが、施行日までに開発行為の工事着

手した区域の「ホテルまたは旅館」の建築物について、開発行為の許可を受けて、予定建築物のイメ
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ージができあがっている状態と思いますので、そういった建築物がルールの施行によって建たないこ

とになると影響が非常に大きいことから、これらの建築物に限定して、施工の猶予を２～３年程度設定

するよう検討しています。

＜意見交換＞

（笠間部会長）次回の部会では、ある程度、ルール案の全体が示されてそこで概ねの確認が取れたら、町

民意見交換会を開催して、それを踏まえて必要に応じて３回目の部会で修正する形と思います。次回

はルール案の議論となるので少々重たい話になるのかな、と思っています。

フィンドレー委員が今回欠席なので、後日、個別に意見を聴くようにしていただければと思います。

皆さまにおかれましても、この後に気になって意見が出てくるようであれば、９月前の早めに事務局

の方に言っていただいて、次回への反映に向けた検討に生かしてもらいたいと思いますので、ご協力

をお願いします。

（斎藤委員）要望書への回答ですが、こちらは近々に行われるということでよろしいでしょうか。

（星加係長）部会でいただたいご意見も踏まえ、近いうちに整理して回答したいと考えています。文書での

回答となりますが、町長からの手交の形を取るのかなどについてはこれから検討します。

３ その他

なし

４ 開会

（桜井室長）本日も２時間以上かけて皆さまより多くのご意見いただきありがとうございました。この部会

は今年いっぱいを目標としていますので、引き続きご協力お願いします。

本日はありがとうございました。


